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報
告
第
一
号

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
、
緊
急
を
要
す
る
た
め
、
青
森
県
教
育
委
員

会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
長
に
お
い
て
臨
時
に
代
理
し
、
次
の
と
お
り
定

め
た
の
で
報
告
し
ま
す
。

記

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
配
偶
者
（
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
に
限
る

）
と
と
も
に
育
児
休
業
等
に
よ
り
子
を
養
育
す
る
た
め

。

の
計
画
を
有
し
て
い
る
場
合
は

を

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号

以
下

条

」

「

（

。

「

例
」
と
い
う

）
第
三
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
場
合
に
は
」
に
改
め
る
。

。

第
四
条
第
一
項
第
四
号
を
削
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
二
項
及
び
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
請
求
の
際
条
例
第
十
一
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
育
児
休
業
等
計
画
書
を
育
児

短
時

間
勤
務
承
認
請
求
書
に
添
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
中
「
、
同
項
第
四
号
中
「
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
に
よ
り
養
育
し
て
い
る
時
間

に
養
育
」
と
」
を
削
る
。

「
、

「

」

「

」

第
九
条
中

同
項
第
四
号
中

養
育

と
あ
る
の
は

当
該
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
に
よ
り
養
育
し
て
い
る
時
間
に
養
育

と
」
を
削
る
。
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第
一
号
様
式
中

「

１
請

求
に

係
る

子
２

請
求

者
以

外
の

子
の

親

氏
名

氏
名

を

続
柄

子
と

の
同

・
別

居
□

同
居

□
別

居

生
年

月
日

年
月

日
生

就
業

の
有

無
□

有
□

無

」

「

氏
名

に
、

１
請

求
に

係
る

子
続

柄

生
年

月
日

年
月

日
生

」

３
請

求
の

内
容

２
請

求
の

内
容

４
請

求
期

間
３

請
求

期
間

５
既

に
育

児
休

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

、

、

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の

の

業
を

し
た

期
間

４
既

に
育

児
休

業
を

し
た

期
間

６
備

考
５

備
考

、

（注）

４
請

求
期

間
３

請
求

期
間

６
備

考
５

備
考

養
育

２
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

の
３
中
「

」
を
「

」
に
改
め

「
、

（注）
す

る
場

合
当

該
請

求
に

係
る

子
の

出
生

の
日

か
ら

５
７

日
間

に
職

員
当

該
期

間
内

に
産

後
休

暇
に

よ
り

勤

」
の
次
に
「

（

（

、

）

）
」

。

務
し

な
か

っ
た

職
員

を
除

く
が

当
該

請
求

に
係

る
子

に
つ

い
て

最
初

の
育

児
休

業
を

す
る

場
合

を
除

く

。
。

を
加
え
る

第
二
号
様
式
中
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「

４
配

偶
者

の
養

育
計

画

を
削
り
、

配
偶

者
の

氏
名

子
を

養
育

す
る

た
め

の
方

法
□

育
児

休
業

□
育

児
短

時
間

勤
務

（

）

□
育

児
休

業
以

外
の

休
業

・
休

暇
□

そ
の

他

」

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の

中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、

５
備

考
４

備
考

（注）

４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
し
、
６
を
５
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
の

を
次
の

□
育

児
休

業
等

に
係

る
子

を
配

偶
者

が
養

育
で

き
る

こ
と

と
な

っ
た

（注）

よ
う
に
改
め
る
。

、
。

（

）

注
１

該
当

す
る

□
に

は
レ

印
を

記
入

す
る

こ
と

、
。

２
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

縦
長

と
す

る

第
四
号
様
式
中

「

１
請

求
に

係
る

子
２

請
求

者
以

外
の

子
の

親

氏
名

氏
名

を

続
柄

子
と

の
同

・
別

居
□

同
居

□
別

居

生
年

月
日

年
月

日
生

就
業

の
有

無
□

有
□

無

」



- 4 -

「

氏
名

に
、

１
請

求
に

係
る

子
続

柄

生
年

月
日

年
月

日
生

」

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」

３
請

求
の

内
容

２
請

求
の

内
容

４
請

求
期

間
３

請
求

期
間

５
勤

務
の

形
態

、

、

４
勤

務
の

形
態

週
時

間
勤

務
週

時
間

分
勤

務
６

既
に

育
児

短
時

間
勤

務

を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

、

、

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の

を
し

た
期

間
５

既
に

育
児

短
時

間
勤

務
を

し
た

期
間

７
備

考
６

備
考

、

の
２
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

の
３
及
び
４
中
「

」
を
「

」
に
改

４
請

求
期

間
３

請
求

期
間

７
備

考
６

備
考

（注）

（注）

め
る
。

第
五
号
様
式
中

「

１
請

求
に

係
る

子
２

請
求

者
以

外
の

子
の

親

氏
名

氏
名

を

続
柄

子
と

の
同

・
別

居
□

同
居

□
別

居

生
年

月
日

年
月

日
生

就
業

の
有

無
□

有
□

無

」



- 5 -

「

氏
名

に
、

１
請

求
に

係
る

子
続

柄

生
年

月
日

年
月

日
生

」

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の

３
請

求
期

間
及

び
時

間
２

請
求

期
間

及
び

時
間

４
備

考
３

備
考

、

中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
す
る
。

（注）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議
案
第
一
号

青
森
県
立
特
別
支
援
学
校
教
育
推
進
プ
ラ
ン
に
つ
い
て

青
森
県
立
特
別
支
援
学
校
教
育
推
進
プ
ラ
ン
を
、
別
紙
の
と
お
り
定
め
る
。
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議
案
第
二
号

県
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
に
つ
い
て

青
森
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

に
掲
げ
る
も
の
を
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
す
る
。

種

別

名

称

所

在

地

保
護
団
体

県
無
形
民
俗
文
化
財

岡
三
沢
神
楽

三
沢
市
岡
三
沢

岡
三
沢
神
楽
保
存
会
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〔その他〕 

職員の懲戒処分の状況 

平成２２年７月（６月１日～６月３０日分） 

 

        青森県教育委員会 

 

事案１ ①被処分者   東青地域青森市の小学校 教諭（４３歳 男性） 

    ②事件の概要等 速度超過（２５km/h 以上３０km/h 未満） 

・平成２２年５月８日（土）午前１０時２５分頃 

・上北郡七戸町内の町道 

・最高速度４０km/h のところ、６６km/h で走行 

    ③処分内容   戒告 

    ④処分年月日  平成２２年６月２４日 

    ⑤その他    平成２０年１０月４日に人身軽傷事故及び平成２２年１月１

７日に物損事故を起こしていることから、量定を加重。 

 

事案２ ①被処分者   上北地域市部以外の小学校 教諭（５９歳 女性） 

    ②事件の概要等 速度超過（３０km/h 以上５０km/h 未満） 

・平成２２年４月１０日（土）午前１０時５４分頃 

・十和田市内の県道 

・最高速度４０km/h のところ、７０km/h で走行 

    ③処分内容   戒告 

    ④処分年月日  平成２２年６月３０日 

 

事案３ ①被処分者   三八地域の高等学校 教諭（４３歳 男性） 

    ②事件の概要等 人身事故（治療期間が１５日未満） 

・平成２２年３月２８日（日）午後３時２３分頃 

・八戸市内の国道 

・自動車で走行中、前方不注意により自動車に追突し、さら

にその自動車が前方の自動車に追突したもの。 

・事故の相手方（男性２名、女性１名 約５日間～１週間の加

療） 

    ③処分内容   戒告 

    ④処分年月日  平成２２年６月８日 

    ⑤その他    平成２０年４月９日に人身事故を起こしていることから、量

定を加重。 
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事案４ ①被処分者   三八地域市部以外の小学校 教諭（３９歳 女性） 

    ②事件の概要等 人身事故（死亡） 

・平成２１年１１月１１日（水）午後４時５８分頃 

・三戸郡三戸町内の路上 

・自動車を運転中、前方左から右へ横断していた歩行者に衝

突したもの。 

・事故の相手方（女性１名 平成２２年１月９日死去） 

    ③処分内容   減給６月（給料の月額の１０分の１） 

    ④処分年月日  平成２２年６月１１日 

 

事案５ （処分後速やかに公表した事案） 

   ①被処分者   上北地域三沢市の中学校 事務職員（３６歳 女性） 

    ②事件の概要等 横領 

・平成２１年度学校給食費６７１万３，８９５円を横領した

もの。 

    ③処分内容   免職 

    ④処分年月日  平成２２年６月４日 

 

事案６ （処分後速やかに公表した事案） 

①被処分者   上北地域三沢市の中学校 校長（５９歳 男性） 

    ②事件の概要等 上記横領（事案５）の監督責任及び職務怠慢 

・校長として、通帳や領収書の確認をしていないなど、指導

監督を怠っていたもの。 

    ③処分内容   減給３月（給料の月額の１０分の１） 

    ④処分年月日  平成２２年６月４日 

 

事案７ （処分後速やかに公表した事案） 

 ①被処分者   上北地域三沢市の中学校 教頭（５２歳 女性） 

②事件の概要等 上記横領（事案５）の監督責任及び職務怠慢 

・教頭として、通帳や領収書の確認をしていないなど、指導監

督を怠っていたもの。 

    ③処分内容   減給２月（給料の月額の１０分の１） 

    ④処分年月日  平成２２年６月４日 


